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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入軸に沿って鉛筆が挿入される保持部と、前記挿入軸に対して設定された傾斜角度を
有して配置されるとともに、ハンドルの回転によって前記鉛筆の先端部に対して回転駆動
される回転刃部と、を有し、前記先端部を設定された削り角度で削る鉛筆削り器において
、
　前記回転刃部を前記保持部に設定された傾動軸を中心として傾動可能に所定の傾斜角度
で前記保持部に保持する刃保持部材と、
　前記回転刃部を前記傾斜角度が増大する方向への付勢力を付与する弾性部材と、
　前記回転刃部の前記傾斜角度を所定の角度に保持する刃部角度保持部材と、
　前記鉛筆の芯の硬度に適合した削り角度に基づき前記回転刃部の傾斜角度を決定するこ
とができる角度決定部材とを備え
　前記刃部角度保持部材は、前記挿入軸に沿い、前記挿入軸を軸として異なる半径を備え
る回転面で形成された角度保持内面部を備え、
　前記刃保持部材は、前記刃部角度保持部材の前記角度保持内面部に接触して転動する転
動部材を備え、
　前記角度決定部材は、前記挿入軸の周囲を回転動するように構成され、前記刃部角度保
持部材を挿入軸の方向に沿って前後動させることを特徴とする鉛筆削り器。
【請求項２】
　前記刃部角度保持部材は円筒状に形成され、前記角度保持内面部は、異なる半径の内周
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を備え、前記挿入軸方向に所定間隔を置いて配置された複数の短円筒内面部と、前記短円
筒内面部の間に形成されて前記短円筒内面部に連設される半径が異なる円錐状内面部とか
ら形成されることを特徴とする請求項１に記載の鉛筆削り器。
【請求項３】
　前記刃部角度保持部材の前記角度保持内面部は、前記挿入軸に沿って、内面の半径が線
形に変化する円錐状内面部を備えることを特徴とする請求項１に記載の鉛筆削り器。
【請求項４】
　前記刃部角度保持部材は外周面部に突起部を備え、前記角度決定部材は、前記刃部角度
保持部材よりも径大な円筒状に形成され、前記鉛筆削り器の外部から回転駆動可能に形成
され、前記刃部角度保持部材の外側を覆うとともに、前記刃部角度保持部材の前記突起部
が挿入され、前記角度決定部材を回転動させたとき、前記刃部角度保持部材を前後動させ
るように形成されたカム溝を備えることを特徴とする請求項１から請求項３までの何れか
一項に記載の鉛筆削り器。
【請求項５】
　前記角度決定部材は、鉛筆削り器の前記鉛筆を挿入する側に配置された回転ダイヤルを
含み、
　前記回転ダイヤルには、選択した鉛筆の削り角の形状を表す鉛筆画像がアイコンとして
表示されることを特徴とする請求項１に記載の鉛筆削り器。
【請求項６】
　前記鉛筆削り器の上面に突出し前記角度決定部材を回転駆動するつまみ部材を備えるこ
とを特徴とする請求項４に記載の鉛筆削り器。
【請求項７】
　挿入軸に沿って鉛筆が挿入される保持部と、前記挿入軸に対して設定された傾斜角度を
有して配置されるとともに、ハンドルの回転によって前記鉛筆の先端部に対して回転駆動
される回転刃部と、を有し、前記先端部を設定された削り角度で削る鉛筆削り器において
、
　前記回転刃部を前記保持部に設定された傾動軸を中心として傾動可能に所定の傾斜角度
で前記保持部に保持する刃保持部材と、
　前記回転刃部を前記傾斜角度が増大する方向への付勢力を付与する弾性部材と、
　前記回転刃部の前記傾斜角度を所定の角度に保持する刃部角度保持部材と、
　前記鉛筆の芯の硬度に適合した削り角度に基づき前記回転刃部の傾斜角度を決定するこ
とができる角度決定部材とを備え
　前記角度決定部材は、一端側に前記鉛筆削り器の本体に配置された支点を備え、他端を
力点とし、力点と支点との間に前記刃部角度保持部材を前記挿入軸に沿って直線動作させ
るレバー部材を備えることを特徴とする鉛筆削り器。
【請求項８】
　挿入軸に沿って鉛筆が挿入される保持部と、前記挿入軸に対して設定された傾斜角度を
有して配置されるとともに、ハンドルの回転によって前記鉛筆の先端部に対して回転駆動
される回転刃部と、を有し、前記先端部を設定された削り角度で削る鉛筆削り器において
、前記回転刃部を前記保持部に設定された傾動軸を中心として傾動可能に所定の傾斜角度
で前記保持部に保持する刃保持部材と、前記回転刃部を前記傾斜角度が増大する方向への
付勢力を付与する弾性部材と、前記回転刃部の前記傾斜角度を所定の角度に保持する刃部
角度保持部材と、前記鉛筆の芯の硬度に適合した削り角度に基づき前記回転刃部の傾斜角
度を決定することができる角度決定部材とを備え、前記刃部角度保持部材は、前記刃保持
部材の前記鉛筆の挿入側と反対の側に接触し、前記回転刃部の前記挿入軸との間の前記傾
斜角度を変更するように形成された板カムを備え、前記角度決定部材は、前記鉛筆削り器
のハンドル軸部に配置され、前記板カムを回転駆動させる選択ダイヤルであることを特徴
とする鉛筆削り器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、鉛筆の削り角度を選択できる卓上で使用される鉛筆削り器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に卓上で使用される鉛筆削り器として、鉛筆の芯の尖がり状態を選択できる機能を
備えるものがある。このような鉛筆削り器では、鉛筆の芯の先端部に接触して、芯の位置
を定める部材を鉛筆削り器の回転刃部の内側に位置変更可能に配置して、鉛筆の回転刃部
に対する挿入位置を定め芯の尖がり状態を設定している。
【０００３】
　しかし、鉛筆を削るにあたっては、芯の尖がり状態の他に、鉛筆軸の削り角度を選択で
きることが望まれる。
【０００４】
　即ち、小学校低学年児童が使用する鉛筆の芯は軟らかく（例えば２Ｂ－４Ｂ）、また強
い筆圧で使用される。このため、芯の折れ防止を図るため、一般に使用される鉛筆（例え
ば硬度がＨ、ＨＢ、Ｂ等）の削り角度（例えば２０度）より大きな削り角度（例えば２６
度）とすることが望ましい。
【０００５】
　また、色鉛筆は芯の強度が一般の鉛筆より弱いため、同様に大きな削り角度（例えば３
５度）とすることが望ましい。
【０００６】
　このため、従来より、卓上で使用する鉛筆削り器として用途や鉛筆の種類によって削り
角度を最適とされる角度に設定できる鉛筆削り器が望まれている。
【０００７】
　鉛筆の削り角度を変更できる鉛筆削り器として、特許文献１には、切削ロールの軸の一
端を、出入自在の楔で支承することにより、切削ロールの傾斜を変化し得る鉛筆削器が記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】実公昭３８－２３９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載の鉛筆削りは、鉛筆軸の削り角度を変更できるものではある
が、設定された削り角度が分かりにくく、鉛筆の種類や硬度に最適とされる削り角度の設
定が困難である。
【００１０】
　本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、鉛筆軸の削り角度を鉛筆の芯の硬
度に応じた最適な角度に簡単かつ確実に指定して削ることができる鉛筆削り器を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決する請求項１に記載の発明は、挿入軸に沿って鉛筆が挿入される保持部
と、前記挿入軸に対して設定された傾斜角度を有して配置されるとともに、ハンドルの回
転によって前記鉛筆の先端部に対して回転駆動される回転刃部と、を有し、前記先端部を
設定された削り角度で削る鉛筆削り器において、前記回転刃部を前記保持部に設定された
傾動軸を中心として傾動可能に所定の傾斜角度で前記保持部に保持する刃保持部材と、前
記回転刃部を前記傾斜角度が増大する方向への付勢力を付与する弾性部材と、前記回転刃
部の前記傾斜角度を所定の角度に保持する刃部角度保持部材と、前記鉛筆の芯の硬度に適
合した削り角度に基づき前記回転刃部の傾斜角度を決定することができる角度決定部材と
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を備え、前記刃部角度保持部材は、前記挿入軸に沿い、前記挿入軸を軸として異なる半径
を備える回転面で形成された角度保持内面部を備え、前記刃保持部材は、前記刃部角度保
持部材の前記角度保持内面部に接触して転動する転動部材を備え、前記角度決定部材は、
前記挿入軸の周囲を回転動するように構成され、前記刃部角度保持部材を挿入軸の方向に
沿って前後動させることを特徴とする。
【００１２】
　ここで、鉛筆の「芯の硬度」は、ＪＩＳ規格で定められた硬度（Ｈ、ＨＢ、Ｂ等）、通
常の鉛筆より軟らかい色鉛筆の芯の硬度を含むものとする。
【００１３】
　本発明によれば、鉛筆を削るにあたり、回転刃部は傾動軸を中心にして傾動が可能に保
持されており、回転刃部は弾性部材で傾斜角度が増大する方向への付勢力が付与されてい
る。また、刃保持部材は、刃部角度保持部材に接触して回転刃部の傾斜角度が所定の角度
に保持される。そして、角度決定部材は鉛筆の芯の硬度に適合した削り角度に基づき前記
回転刃部の傾斜角度を決定する。
【００１４】
　よって、刃部角度保持部材を操作するだけで、回転刃部の挿入軸に対する角度を選択、
設定することができ、鉛筆の種類や用途に応じた最適な角度に簡単かつ確実に指定して鉛
筆を削ることができる。
【００１５】
　本発明によれば、刃保持部材は、刃部角度保持部材の転動部材が転動する角度保持内面
部の半径により角度が定まる。この角度保持内面部は、挿入軸を軸として異なる半径の回
転面を備えるから、刃部角度保持部材を角度決定部材で挿入軸に沿って前後動させ、配置
位置を設定することにより、刃保持部材の転動部材の公転半径、即ち刃保持部材の傾斜角
度を設定できる。よって、角度決定部材を回転操作することにより、鉛筆の種類や用途に
応じた最適な角度に簡単かつ確実に指定して鉛筆を削ることができる。
【００１６】
　同じく、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の鉛筆削り器において、前記刃部角
度保持部材は円筒状に形成され、前記角度保持内面部は、異なる半径の内周を備え、前記
挿入軸方向に所定間隔を置いて配置された複数の短円筒内面部と、前記短円筒内面部の間
に形成されて前記短円筒内面部に連設される半径が異なる円錐状内面部とから形成される
ことを特徴とする。
【００１７】
　本発明によれば、角度保持内面部は、複数の短円筒内面部とこれらに連接される円錐状
内面部とを備えるから、刃部角度保持部材を角度決定部材で挿入軸に沿って前後動させ、
転動部材が転動する短円筒内面部を選択することにより、刃保持部材の転動部材の公転半
径、即ち刃保持部材の傾斜角度を設定できる。また、転動部材は、一つの短円筒内面部か
ら他の短円筒内面部に前後移動するときこれらを連接する円錐状内面部を転動しつつ移動
する。このため、傾斜角度の変更に際しての前後方向の移動が円滑になる。
【００１８】
　よって、角度決定部材を回転操作することにより、鉛筆の硬度に適した傾斜角度の指定
を段階的に容易に行うことができ、更に段階の選択時における角度決定部材の操作による
転動部材の移動動作を円滑に行うことができる。
【００１９】
　同じく、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の鉛筆削り器において、前記刃部角
度保持部材の前記角度保持内面部は、前記挿入軸に沿って内面の半径が線形に変化する円
錐状内面部を備えることを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、角度保持内面部は、挿入軸に沿って内面の半径が線形に変化する円錐
状内面部を備えるから、刃部角度保持部材を角度決定部材で挿入軸に沿って直線運動させ
、転動部材が転動する円錐状内面部の位置、即ち半径を選択することにより、刃保持部材
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の転動部材の公転半径、即ち刃保持部材の傾斜角度を設定できる。
【００２１】
　よって、角度決定部材を回転操作することにより、鉛筆の硬度に適した傾斜角度の指定
を連続的に容易に行うことができる。
【００２２】
　同じく、請求項４に記載の発明は、請求項１から請求項３までの何れか一項に記載の鉛
筆削り器において、前記刃部角度保持部材は外周面部に突起部を備え、前記角度決定部材
は、前記刃部角度保持部材よりも径大な円筒状に形成され、前記鉛筆削り器の外部から回
転駆動可能に形成され、前記刃部角度保持部材の外側を覆うとともに、前記刃部角度保持
部材の前記突起部が挿入され、前記角度決定部材を回転動させたとき、前記刃部角度保持
部材を前後動させるように形成されたカム溝を備えることを特徴とする。
【００２３】
　本発明によれば、角度決定部材は、刃部角度保持部材よりも径大な円筒状で鉛筆削り器
の外部から回転駆動可能に形成され、刃部角度保持部材の外側を覆うとともに、刃部角度
保持部材の突起部が挿入され、角度決定部材を回転動させたとき、刃部角度保持部材を前
後動させるように形成されたカム溝を備える。このため、角度決定部材を回転させること
で、カム溝に挿入された突起部が前後方向に移動し、これに伴い刃部角度保持部材が前後
方向に移動する。
【００２４】
　そして、この刃部角度保持部材の移動に伴い、刃保持部材の角度が変化する。よって、
角度決定部材を回転させるという簡単でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更するこ
とができる。
【００２５】
　同じく、請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の鉛筆削り器において、前記角度決
定部材は、鉛筆削り器の前記鉛筆を挿入する側に配置された回転ダイヤルを含み、前記回
転ダイヤルには、選択した鉛筆の削り角の形状を表す鉛筆画像がアイコンとして表示され
ることを特徴とする。
【００２６】
　本発明によれば、鉛筆の削り角度を決定する角度決定部材は、鉛筆削り器の鉛筆を挿入
する側に配置された回転ダイヤルを含んでいる。そして、この回転ダイヤルには、選択し
た鉛筆の削り角の形状を表すアイコンが表示される。このため、表示されたアイコンを確
認して回転ダイヤルを操作することにより角度決定部材を回転させて刃部角度保持部材が
動作する。これにより、刃保持部材の角度が決定される。
【００２７】
　よって、削り角を表示するアイコンを確認しつつ回転ダイヤルを回転させるという簡単
でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更して設定することができる。
【００２８】
　同じく、請求項６に記載の発明は、請求項４に記載の鉛筆削り器において、前記鉛筆削
り器の上面に突出し前記角度決定部材を回転駆動するつまみ部材を備えることを特徴とす
る。
【００２９】
　本発明によれば、角度決定部材は、角度決定部材を回転駆動するつまみ部材を備える。
　このため、つまみにより角度決定部材を回転させることで、カム溝に挿入された突起部
が前後方向に移動し、これに伴い刃部角度保持部材が前後方向に移動する。そして、刃部
角度保持部材の移動に伴い、刃保持部材の角度が変化する。
【００３０】
　よって、つまみを回転させるという簡単でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更す
ることができる。
【００３１】
　同じく、請求項７に記載の発明は、挿入軸に沿って鉛筆が挿入される保持部と、前記挿
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入軸に対して設定された傾斜角度を有して配置されるとともに、ハンドルの回転によって
前記鉛筆の先端部に対して回転駆動される回転刃部と、を有し、前記先端部を設定された
削り角度で削る鉛筆削り器において、前記回転刃部を前記保持部に設定された傾動軸を中
心として傾動可能に所定の傾斜角度で前記保持部に保持する刃保持部材と、前記回転刃部
を前記傾斜角度が増大する方向への付勢力を付与する弾性部材と、前記回転刃部の前記傾
斜角度を所定の角度に保持する刃部角度保持部材と、前記鉛筆の芯の硬度に適合した削り
角度に基づき前記回転刃部の傾斜角度を決定することができる角度決定部材とを備え、前
記角度決定部材は、一端側に前記鉛筆削り器の本体に配置された支点を備え、他端を力点
とし、力点と支点との間に前記刃部角度保持部材を前記挿入軸に沿って直線動作させるレ
バー部材を備えることを特徴とする。
【００３２】
　本発明によれば、角度決定部材は、レバー部材を備え、このレバー部材は、一端側に鉛
筆削り器の本体に配置された支点、他端を力点とし、力点と支点との間に刃部角度保持部
材を挿入軸に沿って直線動作させる。
【００３３】
　このため、レバー部材の操作により、カム溝に挿入された突起部が前後方向に移動し、
これに伴い刃部角度保持部材が前後方向に移動する。そして、この刃部角度保持部材の移
動に伴い、刃部角度保持部材により決定される刃保持部材の角度が変化する。よって、レ
バー部材を回動させるという簡単でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更することが
できる。
【００３４】
　同じく、請求項８に記載の発明は、挿入軸に沿って鉛筆が挿入される保持部と、前記挿
入軸に対して設定された傾斜角度を有して配置されるとともに、ハンドルの回転によって
前記鉛筆の先端部に対して回転駆動される回転刃部と、を有し、前記先端部を設定された
削り角度で削る鉛筆削り器において、前記回転刃部を前記保持部に設定された傾動軸を中
心として傾動可能に所定の傾斜角度で前記保持部に保持する刃保持部材と、前記回転刃部
を前記傾斜角度が増大する方向への付勢力を付与する弾性部材と、前記回転刃部の前記傾
斜角度を所定の角度に保持する刃部角度保持部材と、前記鉛筆の芯の硬度に適合した削り
角度に基づき前記回転刃部の傾斜角度を決定することができる角度決定部材とを備え、前
記刃部角度保持部材は、前記刃保持部材の前記鉛筆の挿入側と反対の側に接触し、前記回
転刃部の前記挿入軸との間の前記傾斜角度を変更するように形成された板カムを備え、前
記角度決定部材は、前記鉛筆削り器のハンドル軸部に配置され、前記板カムを回転駆動さ
せる選択ダイヤルであることを特徴とする。
【００３５】
　本発明によれば、刃部角度保持部材は刃保持部材の前記鉛筆の挿入側と反対の側に接触
して傾斜角度を変更するように形成された板カムを備え、この板カムは鉛筆削り器のハン
ドル軸部に配置された選択ダイヤルで回転駆動される。
【００３６】
　そして、この選択ダイヤルの操作により板カムが回転させると、板カムと刃保持部材と
の接触位置が変化して刃保持部材の角度が設定される。よって、選択ダイヤルを回動させ
るという簡単でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明に係る鉛筆削り器によれば、削り部の削り角度を鉛筆の種類や芯の硬度に応じた
最適な角度に簡単かつ確実に指定して削ることができる。
【００３８】
　請求項１に記載の鉛筆削り器によれば、鉛筆を削るにあたり、回転刃部は傾動軸を中心
にして傾動が可能に保持されており、回転刃部は弾性部材で傾斜角度が増大する方向への
付勢力が付与されている。
【００３９】
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　また、刃保持部材は、刃部角度保持部材に接触して回転刃部の傾斜角度が所定の角度に
保持される。そして、角度決定部材は鉛筆の芯の硬度に適合した削り角度に基づき前記回
転刃部の傾斜角度を決定する。
【００４０】
　よって、刃部角度保持部材を操作するだけで、回転刃部の挿入軸に対する角度を選択、
設定することができ、鉛筆の種類や用途、芯の硬度に応じた最適な角度に簡単かつ確実に
指定して鉛筆を削ることができる。
【００４１】
　また、請求項１に記載の鉛筆削り器によれば、刃保持部材は、刃部角度保持部材の転動
部材が転動する角度保持内面部の半径により角度が定まる。この角度保持内面部は、挿入
軸を軸として異なる半径の回転面を備えるから、刃部角度保持部材を角度決定部材で挿入
軸に沿って直線運動させ、配置位置を設定することにより、刃保持部材の転動部材の公転
半径、即ち刃保持部材の傾斜角度を設定できる。
【００４２】
　よって、角度決定部材を回転操作することにより、鉛筆の種類や用途、芯の硬度に応じ
た最適な角度に簡単かつ確実に指定して鉛筆を削ることができる。
【００４３】
　また、請求項２に記載の鉛筆削り器によれば、角度保持内面部は、複数の短円筒内面部
とこれらに連接される円錐状内面部とを備えるから、刃部角度保持部材を角度決定部材で
挿入軸に沿って直線運動による前後動をさせ、転動部材が転動する短円筒内面部を選択す
ることにより、刃保持部材の転動部材の公転半径、即ち刃保持部材の傾斜角度を設定でき
る。また、転動部材は、一つの短円筒内面部から他の短円筒内面部に前後移動するときこ
れらを連接する円錐状内面部を転動しつつ移動する。
【００４４】
　このため、傾斜角度の変更に際しての前後方向の移動が円滑になる。よって、角度決定
部材を回転操作することにより、鉛筆の硬度に適した傾斜角度の指定を段階的に容易に行
うことができ、更に段階の選択時における角度決定部材の操作による転動部材の移動動作
を円滑に行うことができる。
【００４５】
　また、請求項３に記載の鉛筆削り器によれば、角度保持内面部は、挿入軸に沿って内面
の半径が線形に変化する円錐状内面部を備えるから、刃部角度保持部材を角度決定部材で
挿入軸に沿って直線運動させ、転動部材が転動する円錐状内面部の位置、即ち半径を選択
することにより、刃保持部材の転動部材の公転半径、即ち刃保持部材の傾斜角度を設定で
きる。
【００４６】
　よって、角度決定部材を回転操作することにより、鉛筆の芯の硬度に適した傾斜角度の
指定を連続的に容易に行うことができる。
【００４７】
　また、請求項４に記載の鉛筆削り器によれば、角度決定部材は、刃部角度保持部材より
も径大な円筒状で鉛筆削り器の外部から回転駆動可能に形成され、刃部角度保持部材の外
側を覆うとともに、刃部角度保持部材の突起部が挿入され、角度決定部材を回転動させた
とき、刃部角度保持部材を前後動させるように形成されたカム溝を備える。このため、角
度決定部材を回転させることで、カム溝に挿入された突起部が前後方向に移動し、これに
伴い刃部角度保持部材が前後方向に移動する。
【００４８】
　そして、この刃部角度保持部材の移動に伴い、刃部角度保持部材により決定される刃保
持部材の角度が変化する。よって、角度決定部材を回転させるという簡単でわかり易い操
作で、鉛筆の削り角度を変更することができる。
【００４９】
　また、請求項５に記載の鉛筆削り器によれば、鉛筆の削り角度を決定する角度決定部材
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は、鉛筆削り器の鉛筆を挿入する側に配置された回転ダイヤルを含んでいる。そして、こ
の回転ダイヤルには、選択した鉛筆の削り角の形状を表すアイコンが表示される。このた
め、表示されたアイコンを確認して回転ダイヤルを操作することにより角度決定部材を回
転させて刃部角度保持部材が動作する。これにより、刃保持部材の角度が決定される。
【００５０】
　よって、削り角を表示するアイコンを確認しつつ回転ダイヤルを回転させるという簡単
でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更して設定することができる。
【００５１】
　また、請求項６に記載の鉛筆削り器によれば、角度決定部材は、角度決定部材を回転駆
動するつまみ部材を備える。このため、つまみにより角度決定部材を回転させることで、
カム溝に挿入された突起部が前後方向に移動し、これに伴い刃部角度保持部材が前後方向
に移動する。そして、刃部角度保持部材の移動に伴い、刃保持部材の角度が変化する。よ
って、つまみを回転させるという簡単でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更するこ
とができる。
【００５２】
　また、請求項７に記載の鉛筆削り器によれば、角度決定部材は、レバー部材を備え、こ
のレバー部材は、一端側に鉛筆削り器の本体に配置された支点、他端を力点とし、力点と
支点との間に刃部角度保持部材を挿入軸に沿って直線動作させる。
【００５３】
　このため、レバー部材の操作により、カム溝に挿入された突起部が前後方向に移動し、
これに伴い刃部角度保持部材が前後方向に移動する。そして、この刃部角度保持部材の移
動に伴い、刃保持部材の角度が変化する。よって、レバー部材を回動させるという簡単で
わかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更することができる。
【００５４】
　また、請求項８に記載の鉛筆削り器によれば、刃部角度保持部材は刃保持部材の前記鉛
筆の挿入側と反対の側に接触して傾斜角度を変更するように形成された板カムを備え、こ
の板カムは鉛筆削り器のハンドル軸部に配置された選択ダイヤルで回転駆動される。
【００５５】
　そして、この選択ダイヤルの操作により板カムが回転させると、板カムと刃保持部材と
の接触位置が変化して刃保持部材の角度が設定される。よって、選択ダイヤルを回動させ
るという簡単でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る鉛筆削り器の外観を示すものであり、（ａ）は正面
図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は平面図である。
【図２】同鉛筆削り器の削り内部構造を示すものであり、（ａ）は削り角度２０度、（ｂ
）は削り角度２６度、（ｃ）は削り角度３５度の場合について示し、それぞれ（i）はダ
イヤルを示す正面図、（ii）は内部の状態を示す図１（ａ）の従断面である
【図３】同鉛筆削り器の内部構造を示す断面図である。
【図４】同鉛筆削り器における削り角度の設定状態示すものであり、（ａ）は削り角度２
０度、（ｂ）は削り角度２６度、（ｃ）は削り角度３５度における鉛筆削り器の内部を示
す斜視図である。
【図５】同鉛筆削り器の削り角度の設定状態を示すものであり、（ａ）は削り角度３５度
、（ｂ）は削り角度２６度、（ｃ）は削り角度２０度の内部状態を示す断面図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る鉛筆削り器を示すものであり、（ａ）は第２実施形
態に係る鉛筆削り器の一部正面図、（ｂ）は第２実施形態に係る鉛筆削り器の従断面図、
（ｃ）は第３実施形態に係る鉛筆削り器の従断面図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る鉛筆削り器の外観を示すものであり、（ａ）は第４
実施形態に係る鉛筆削り器の従断面図、（ｂ）は第５実施形態に係る鉛筆削り器の従断面
図である。
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【図８】本発明の他の実施形態に係る鉛筆削り器の外観を示すものであり、（ａ）は第６
実施形態に係る鉛筆削り器の従断面図、（ｂ）は第７実施形態に係る鉛筆削り器の従断面
図、（ｃ）はカムの一例を示す正面図、（ｄ）はカムの他の例を示す正面図である。
【図９】本発明の第８実施形態に係る鉛筆削り器を示すものであり、（ａ）は鉛筆削り器
の従断面図、（ｂ）同鉛筆削り器の機構部の斜視図である。
【図１０】鉛筆の削り状態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　本発明を実施するための形態に係る鉛筆削り器について説明する。
【００５８】
＜第１実施形態＞
　以下本発明の第１実施形形態に係る鉛筆削り器について説明する。図１は本発明の第１
実施形態に係る鉛筆削り器の外観を示すものであり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、
（ｃ）は背面図、（ｄ）は平面図である。
【００５９】
　まず鉛筆削り器１０の外観について説明する。図１に示すように、鉛筆削り器１０は、
前部材１１Ａと後部材１１Ｂとから形成された本体１１に、削り角度設定用の回転ダイヤ
ル１２、鉛筆の挿入孔１３、ハンドル１４、削りかすケース１５を備えて構成されている
。
【００６０】
　回転ダイヤル１２には、裏面に位置する本体１１に表示された削り程度を示す鉛筆のア
イコン及び硬度（ＨＢ、Ｂ等の文字）を視認するための一対の表示窓１６、１７が開設さ
れ、更に回転ダイヤル１２には回転ダイヤル１２の回転位置を示す方向表示部１８が配置
されている。なお、回転ダイヤル１２、表示窓１６、１７、方向表示部１８の形状等はこ
の例に限らず、他の形状、デザインでも差し支えない。
【００６１】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１０では、図１０に示すように、鉛筆を３段階、硬度ＨＢ
－２Ｂに適した削り角度２０度、硬度２Ｂ－４Ｂに適した削り角度２６度、硬度６Ｂや色
鉛筆に適した削り角度３５度で削ることができる。
【００６２】
　このように、鉛筆の削り角度を選択できるようにするため、本実施形態に係る鉛筆削り
器１０は、図２及び図３に示すように、鉛筆Ｐの削り機構２０と、挿入孔１３に挿入され
た鉛筆Ｐを回転方向に保持するとともに削り方向に送る送り機構７０と、を備える。本実
施形態に係る鉛筆削り器１０において、送り機構７０の構成は公知であり、一般の鉛筆削
り器と同様の構成を備える。
【００６３】
　図２は同鉛筆削り器の削り内部構造を示すものであり、（ａ）は削り角度２０度、（ｂ
）は削り角度２６度、（ｃ）は削り角度３５度の場合について示し、それぞれ（i）はダ
イヤルを示す正面図、（ii）は内部の状態を示す図１（ａ）の従断面図、図３は同鉛筆削
り器の内部構造を示す断面図である。また、図４は同鉛筆削り器における削り角度の設定
状態示すものであり、（ａ）は削り角度２０度、（ｂ）は削り角度２６度、（ｃ）は削り
角度３５度における鉛筆削り器の内部を示す斜視図、図５は同鉛筆削り器の削り角度の設
定状態を示すものであり、（ａ）は削り角度３５度、（ｂ）は削り角度２６度、（ｃ）は
削り角度２０度の内部状態を示す断面図である。
【００６４】
　図３及び図５に示すように、削り機構２０は、回転刃部２１と、刃保持部材２２と、保
持部２３と、弾性部材２４と、角度決定部材として機能する第１円筒部材４０と、刃部角
度保持部材として機能する第２円筒部材５０とを備える。
【００６５】
　本実施形態では、第１円筒部材４０は外部の回転ダイヤル１２により回転駆動可能であ
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り、側壁部４２にカム溝４３を備えている。同じく第２円筒部材５０は第１円筒部材４０
内に配置され、カム溝４３に嵌まり込む突起部５８を備えている。第１円筒部材４０を回
転駆動すると第２円筒部材５０が挿入軸ＯＰに沿って前後動して角度保持内面部５０Ａに
接触する刃保持部材２２の挿入軸ＯＰに対する角度を変更する。
【００６６】
　回転刃部２１は、ハンドル１４の回転によって駆動されるハンドルギア６０により、鉛
筆Ｐの先端部に対して回転駆動される。回転刃部２１は公知のスパイラル歯を備える。回
転刃部２１は、鉛筆Ｐの回りを公転しつつ自転して鉛筆Ｐを削る。
【００６７】
　刃保持部材２２は、回転刃部２１を回転可能に保持する。また、刃保持部材２２は、刃
保持部材２２に設定された傾動軸Ｏを中心として揺動可能であり、刃保持部材２２、即ち
回転刃部２１が挿入軸ＯＰとなす角度を可変としている。
【００６８】
　また、刃保持部材２２は、ハンドル１４の回転操作により、保持部２３に保持された鉛
筆Ｐの周囲を公転する。この機構は公知である、また、刃保持部材２２は、ローラ部材と
して構成された転動部材２５の軸２６を保持する転動軸保持部２２Ａを備えている。本実
施形態において、転動部材２５の公転半径が後述する第２円筒部材５０の角度保持内面部
５０Ａのへの接触位置で決定され、これにより回転刃部２１の挿入軸ＯＰに対する傾斜角
度が設定される。
【００６９】
　弾性部材２４は、回転刃部２１を保持した刃保持部材２２を挿入軸ＯＰとの傾斜角度が
増す方向への付勢力としての回転力（図中時計回りの力）を付与する。本実施形態では、
弾性部材２４としてねじりスプリングを使用している。
【００７０】
　次に第１円筒部材４０について説明する。図２及び図３に示すように、第１円筒部材４
０は、第２円筒部材５０より大径に形成されている。第１円筒部材４０は、底部４１と側
壁部４２とを備える。第１円筒部材４０は、底部４１において回転ダイヤル１２に連結部
材３１により接続されており、回転ダイヤル１２を回転操作すると回転駆動されて回転す
る。回転ダイヤル１２は角度決定部材を構成する。
【００７１】
　第１円筒部材４０の側壁部４２には、２本のカム溝４３、４３が形成されている。この
カム溝４３、４３には、後述する第２円筒部材５０の外周面に形成された突起部５８が係
合し、第２円筒部材５０を挿入軸ＯＰに沿って直線運動（前後動）させる。カム溝４３、
４３は、第１円筒部材４０の母線に対して傾斜して、挿入軸ＯＰを軸とした対称位置に形
成されている。第１円筒部材４０を回転させることにより、係合した第２円筒部材５０の
突起部５８、５８を前後方向に駆動して、第２円筒部材５０を前後に移動させる。
【００７２】
　次に第２円筒部材５０について説明する。図２及び図４に示すように、第２円筒部材５
０は、角度保持内面部５０Ａが上述した刃保持部材２２の転動部材２５に接触して、回転
刃部２１の傾斜角度を指定された角度に保持する。
【００７３】
　第２円筒部材５０は、前後動だけが可能に配置され、外周面に第１円筒部材４０のカム
溝４３、４３に嵌まる突起部５８、５８が形成されている。第１円筒部材４０を回転駆動
することにより、第２円筒部材５０は挿入軸ＯＰに沿って前後方向に移動する。
【００７４】
　第２円筒部材５０は、挿入軸ＯＰに沿って配置される。第２円筒部材５０は、挿入軸Ｏ
Ｐを軸とし挿入軸ＯＰに沿って異なる半径を備える回転面で形成された角度保持内面部５
０Ａを備える。また、第２円筒部材５０の外側面には、上述した２本の突起部５８、５８
が突出形成されている。
【００７５】
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　また、第２円筒部材５０には、本体１１の内部に対向して形成された２組のガイドレー
ル１９、１９に嵌めこまれ、第２円筒部材５０の回転を禁止し、第２円筒部材５０を挿入
軸ＯＰに沿って直線運動だけを許容する２つの案内突起５６、５６を備える。
【００７６】
　本実施形態では、角度保持内面部５０Ａは、図３に示すように、異なる半径の内周を備
えた複数、本例では３つの短円筒内面部５１、５２、５３と、この短円筒内面部５１、５
２、５３を接続する２つ円錐状内面部５４、５５を備えている。転動部材２５は、角度保
持内面部５０Ａの短円筒内面部５１、５２、５３のうち、回転ダイヤル１２及び第１円筒
部材４０の操作で設定された面に沿って転動する。
【００７７】
　本例では、短円筒内面部５１に転動部材２５が接触することにより削り角度２０度、同
じく短円筒内面部５２により削り角度２６度、同じく短円筒内面部５３により削り角度３
５度を設定する。なお、転動部材としてはローラ部材の他の構成を備える部材、例えば転
動可能な球形部材等を使用することができる。
【００７８】
　次に回転ダイヤル１２について説明する。図１及び図２に示すように、回転ダイヤル１
２には、２つの表示窓１６、１７と、方向表示部１８とを備える。本実施形態では、表示
窓１６、１７は開口しており、回転ダイヤル１２の裏面に形成されたダイヤル基板３０に
記載されたアイコン、文字等を視認できる。
【００７９】
　ダイヤル基板３０には、図１０に示した、鉛筆の削り状態を示す３種類のアイコン（鉛
筆画像）が表示され、表示窓１６を通して観察できる。またダイヤル基板３０には、図１
０に示した、芯の硬度を示す種類の文字（「ＨＢ－２Ｂ」、「２Ｂ－４Ｂ」、「６Ｂ－色
鉛筆」）が表示され、表示窓１７を通して観察できる。また、本体１１の上面には、方向
表示部１８の指示する個所に削った鉛筆のアイコンが表示されている。なお、回転ダイヤ
ル１２、表示窓１６、１７、方向表示部１８の形状は。必要に応じてその形状を適宜変更
することができる。
【００８０】
　図２（ａ）に示すように、回転ダイヤル１２の方向表示部１８が上を向き、２０度に設
定されている状態では、鉛筆削り器１０は鉛筆を２０度の削り角で削る設定となっている
。このとき、表示窓１６には図１０（ａ）に示す鉛筆のアイコン、表示窓１７には適合す
る鉛筆の硬度（ＨＢ－２Ｂ）が表示されている。同様に、回転ダイヤル１２を回転させて
、図２（ｂ）の状態では２６度のアイコン及び適合する鉛筆のアイコン及び硬度（２Ｂ－
４Ｂ）、図２（ｃ）の状態では３５度のアイコン及び硬度（６Ｂ－色鉛筆）が表示される
。なお、これらのアイコンや文字はその形状や内容を必要に応じて変更することができる
。
【００８１】
　よって、使用者は、方向表示部１８の位置、方向表示部１８が示す本体１１上面のアイ
コンに加えて、表示窓１６から観察できるアイコン、表示窓１７から観察できる芯の硬度
で、現在の鉛筆削り器１０の削り状態を把握できる。
【００８２】
　次に第１実施形態に係る鉛筆削り器１０の作用について説明する。まず、使用者は、鉛
筆の削り状態を選択する。この選択は鉛筆の種類、鉛筆の硬度や使用状態により行う。硬
度がＨＢ－２Ｂのとき削り角度２０度、硬度が２Ｂ－４Ｂのとき、削り角度２６度、硬度
６Ｂ以上や色鉛筆のとき削り角度３５度が好適である。なお、使用者が小学校低学年児童
であるときは、削り角度を大きくすることが望ましい。
【００８３】
　削り角度は、図２、図４及び図５に示すように、回転ダイヤル１２を回転して、所望の
角度を設定する位置に配置する。使用者は、回転ダイヤル１２の方向表示部１８の位置、
方向表示部１８が指示する本体１１の上面のアイコン、表示窓１６に表示されるアイコン
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、表示窓１７に表示される鉛筆の硬度を視認して鉛筆の削り角度を選択する。
【００８４】
　回転ダイヤル１２を回転すると、図２、図４及び図５に示すように、回転ダイヤル１２
の回転に伴い第１円筒部材４０が回転する。これにより、第１円筒部材４０のカム溝４３
が回転して第２円筒部材５０の突起部５８を案内する。このとき、第２円筒部材５０は、
挿入軸ＯＰに沿った移動しかできないため、挿入軸ＯＰに沿って前後方向に移動して、指
定の位置に配置される。
【００８５】
　すると、刃保持部材２２の転動部材２５は、任意の位置から角度保持内面部５０Ａ内面
を転動して回転ダイヤル１２で指定された位置、例えば短円筒内面部５１に接触する。な
お、回転ダイヤル１２の回転時にはハンドル１４を回転させると、角度保持内面部５０Ａ
における転動部材２５の移動が円滑になる。
【００８６】
　この状態で、刃保持部材２２は挿入軸ＯＰに対して指定された角度となり、鉛筆を挿入
孔１３に挿入して保持部２３で保持しつつ、ハンドル１４を回転させると、鉛筆Ｐは、送
り機構７０で送られつつ回転刃部２１により指定した削り角度で削ることができる。
【００８７】
　次に鉛筆削り器１０の効果について説明する。本実施形態に係る鉛筆削り器１０によれ
ば、芯の硬度に適合する削り角度を回転ダイヤル１２で簡単に指定することができる。
【００８８】
　また、削り機構２０において、回転刃部２１は、刃保持部材２２の転動部材２５と第２
円筒部材５０の角度保持内面部５０Ａとで確実に保持されているので、回転刃部２１がぶ
れることなく、安定して鉛筆を削ることができる。
【００８９】
　なお、上記実施形態では、角度保持内面部５０Ａの短円筒内面部の数を３としたが、こ
の数は、２、又は４以上とすることができる。
【００９０】
＜第２実施形態＞
　図６（ａ）は第２実施形態に係る鉛筆削り器の一部正面図、（ｂ）は第２実施形態に係
る鉛筆削り器の断面図である。本発明の第２実勢形態である鉛筆削り器１１０について説
明する。本実施形態に係る鉛筆削り器１１０には、鉛筆削り器１１０の本体１１の上面に
突出して第１円筒部材４０を回転駆動するつまみ部材１１１を角度決定部材として備える
ものである。
【００９１】
　その他の構成は第１実施形態に係る鉛筆削り器と同じであるので、同一の部材には同一
の符号を付して省略する。
【００９２】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１１０によれば、構成部材の点数を削減して簡単な構成と
できるので、簡単に削り角度を安定して設定できる鉛筆削り器を安価に提供できる。
【００９３】
＜第３実施形態＞
　図６（ｃ）は第３実施形態に係る鉛筆削り器の断面図である。本実施形態に係る鉛筆削
り器１２０において、刃部角度保持部材である第２円筒部材５０の角度保持内面部５０Ａ
を、挿入軸ＯＰに沿って、内面の半径が線形に変化する円錐状内面部１２１としている。
その他の構成は第１実施形態に係る鉛筆削り器と同じであるので、同一の部材には同一の
符号を付して省略する。
【００９４】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１２０によれば、回転刃部２１の挿入軸ＯＰに対する削り
角度を芯の硬度に適合する所望の角度に連続的に設定でき、鉛筆の削り角度を連続的に変
更できる。
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【００９５】
＜第４実施形態＞
　図７（ａ）は第４実施形態に係る鉛筆削り器の断面図である。本実施形態に係る鉛筆削
り器１３０は、鉛筆削り器１３０の本体１１の上面に突出して、連結部材１３２で第２円
筒部材５０に連結され、第２円筒部材５０を挿入軸ＯＰに沿って移動するスライド部材１
３１を角度決定部材として備えるものである。本鉛筆削り器１３０には、第１実施形態の
鉛筆削り器１０の回転ダイヤル１２や第１円筒部材４０は具備していない。その他の構成
は第１実施形態に係る鉛筆削り器１０と同じであるので、同一の部材には同一の符号を付
して省略する。
【００９６】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１３０によれば、簡単に削り角度を安定して設定できる鉛
筆削り器を安価に提供できる。
【００９７】
＜第５実施形態＞
　図７（ｂ）は第５実施形態に係る鉛筆削り器の断面図である。本実施形態に係る鉛筆削
り器１４０は、角度決定部材としてレバー部材１４１を備えている。レバー部材１４１は
、一端側に鉛筆削り器の本体１１に配置された支点１４２を備え、他端を操作する力点と
して、力点と支点１４２との間に刃部角度保持部材である第２円筒部材５０との接合部１
４３を備える。これにより、第２円筒部材５０を挿入軸ＯＰに沿って直線動作させる。本
鉛筆削り器１４０には、第１実施形態の鉛筆削り器１０の回転ダイヤル１２や第１円筒部
材４０は具備していない。その他の構成は第１実施形態に係る鉛筆削り器１０と同じであ
るので、同一の部材には同一の符号を付して省略する。
【００９８】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１４０によれば、レバー部材１４１により、小さな力で簡
単に削り角度を安定して設定できる。
【００９９】
＜第６実施形態＞
　図８（ａ）は第６実施形態に係る鉛筆削り器の断面図である。本実施形態に係る鉛筆削
り器１５０は、回転刃部２１の刃保持部材２２を取付け側と挿入軸ＯＰを対称軸として転
動部材２５と対称の位置に第２の転動部材１５１を配置している。第２の転動部材１５１
は、傾動軸Ｏ１を中心に揺動するアーム部材１５２の先端に転動可能に配置され、第２円
筒部材５０の移動に伴って角度保持内面部５０Ａに接触して転動する。
【０１００】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１５０によれば、転動部材２５と対象位置に第２の転動部
材１５１を備えるので、第２円筒部材５０に偏った力が加わることなく、第２円筒部材５
０を安定して駆動させることができる。
【０１０１】
＜第７実施形態＞
　図８（ｂ）は第７実施形態に係る鉛筆削り器の断面図、（ｃ）はカムの一例を示す正面
図である。本実施形態に係る鉛筆削り器１６０において、刃部角度保持部材として板カム
１６１を備え、角度決定部材として選択ダイヤル１６３を備える。板カム１６１は、鉛筆
の挿入側と反対の側において刃保持部材２２の後端部１６２と接触して回転刃部２１の挿
入軸ＯＰとの傾斜角度を変更する。板カム１６１は、図８（ｃ）に示すように、段階的に
回転刃部２１の角度を変更する段部を備えた輪郭形状を備えるものとする。
【０１０２】
　また、角度決定部材は、鉛筆削り器のハンドル１４の軸部（ハンドル軸部）に配置され
板カム１６１を回転駆動させる選択ダイヤル１６３として構成される。
【０１０３】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１６０によれば、選択ダイヤル１６３の操作により、板カ
ム１６１が回転して刃保持部材２２の後端部１６２との接触位置により刃保持部材２２の
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挿入軸ＯＰに対する角度が変化する。よって、選択ダイヤル１６３を回動させるという簡
単でわかり易い操作で、鉛筆の削り角度を芯の硬度に応じて変更することができる。
【０１０４】
　上記実施形態では、板カム１６１の輪郭形状は、段部を備えるもの（段階カム）とした
が、図８（ｄ）に示すように段差がなく連続的に刃保持部材２２の角度を変化させる輪郭
形状のもの（無段カム）としてもよい。
【０１０５】
＜第８実施形態＞
　図９は本発明の第８実施形態に係る鉛筆削り器を示すものであり、（ａ）は鉛筆削り器
の断面図、（ｂ）同鉛筆削り器の機構部の斜視図である。本実施形態に係る鉛筆削り器１
７０は、ハンドル１４の駆動によって鉛筆を回転させるとともに回転刃部２１を自転させ
る。また、刃保持部材２２の位置を位置変更機構１７１により変更することで、回転刃部
２１の挿入軸ＯＰとの傾斜角を設定する。
【０１０６】
　回転機構１８０は、ハンドル１４で回転される第１歯車１８１、第１歯車１８１と同軸
に回転する延長シャフト１８３、延長シャフト１８３で回転駆動される第２歯車１８４、
この第２歯車１８４とかみ合って送り機構７０を回転させる第３歯車１８５を備える。そ
して、第１歯車１８１には回転刃部２１を回転させる第４歯車１８２がかみ合うように配
置される。この機構により、回転刃部２１をハンドル１４の駆動で自転をさせつつ鉛筆Ｐ
と回転刃部２１とを相対的に回転させて鉛筆Ｐを削る。
【０１０７】
　また、鉛筆削り器１７０において、刃部角度保持部材及び角度決定部材として、刃保持
部材２２の上端部と接触して挿入軸ＯＰと垂直な方向（図中上）からの位置を決定する位
置変更機構１７１を備える。なお、刃保持部材２２は、弾性部材２４で挿入軸ＯＰとの角
度が開く方向に押されている。
【０１０８】
　また、位置変更機構１７１は、この位置変更機構１７１に上方から接触して、刃保持部
材２２の位置を決定する。位置変更機構１７１は、回転ハンドル１７２と、送りねじ機構
１７３とで構成される。
【０１０９】
　本実施形態に係る鉛筆削り器１７０によれば、回転刃部２１は公転しないため、公転す
る回転刃部２１の角度を全周で保持して決定する必要がなくなり、刃部角度保持部材と角
度決定部材を位置変更機構１７１として簡単なものにできる。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明に係る鉛筆削り器は、削り部の削り角度を鉛筆の種類や用途によって自由かつ確
実に指定して削ることができ、産業上利用可能性がある。
【符号の説明】
【０１１１】
１０：鉛筆削り器
１１：本体
１１Ａ：前部材
１１Ｂ：後部材
１２：回転ダイヤル（角度決定部材）
１３：挿入孔
１４：ハンドル
１５：削りかすケース
１６：表示窓
１７：表示窓
１８：方向表示部
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１９：ガイドレール
２０：削り機構
２１：回転刃部
２２：刃保持部材
２２Ａ：転動軸保持部
２３：保持部
２４：弾性部材
２５：転動部材
２６：軸
３０：ダイヤル基板
３１：連結部材
４０：第１円筒部材（角度決定部材）
４１：底部
４２：側壁部
４３：カム溝
５０：第２円筒部材（刃部角度保持部材）
５０Ａ：角度保持内面部        
５１：短円筒内面部
５２：短円筒内面部
５３：短円筒内面部
５４：円錐状内面部
５５：円錐状内面部
５６：案内突起 
５８：突起部
６０：ハンドルギア
７０：送り機構
１１０：鉛筆削り器
１１１：つまみ部材（角度決定部材）
１２０：鉛筆削り器
１２１：円錐状内面部
１３０：鉛筆削り器
１３１：スライド部材（角度決定部材）
１３２：連結部材
１４０：鉛筆削り器
１４１：レバー部材（角度決定部材）
１４２：支点
１４３：接合部
１５０：鉛筆削り器
１５１：第２の転動部材
１５２：アーム部材
１６０：鉛筆削り器
１６１：板カム（刃部角度保持部材）
１６２：後端部
１６３：選択ダイヤル（角度決定部材）
１７０：鉛筆削り器
１７１：位置変更機構（刃部角度保持部材、角度決定部材）
１７２：回転ハンドル
１７３：送りねじ機構
１８０：回転機構
１８１：第１歯車
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１８２：第４歯車
１８３：延長シャフト
１８４：第２歯車
１８５：第３歯車
Ｏ：傾動軸
Ｏ１：傾動軸
ＯＰ：挿入軸
Ｐ：鉛筆

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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